
客観的指標に基づく恣意性
のない配分の導入
（継続事業に配慮し、客観的
指標による配分は、初年度は
１割程度。その後、順次拡大。）

配分額の通知①

自由な事業選択②

③

左記の事業を、各府省の枠
にとらわれず、自由に選択

各府省に移し替えて交付

○ 「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、地域の自由裁量を拡大するための「地域自主戦略交付金」を創設。
○ 平成23年度は、第一段階として都道府県分を対象に、投資補助金の一括交付金化を実施。
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方
公
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・学校施設環境改善交付金の一部

（文部科学省）

・工業用水道事業費補助（経済産業省）

・自然環境整備交付金の一部（環境省）

・環境保全施設整備費補助金（環境省）

・消防防災施設整備費補助金（総務省）

・地域自主戦略交付金
〔沖縄振興除く〕（注）

４，７９９億円

・沖縄振興自主戦略交付金
３２１億円 交 付

・社会資本整備総合交付金の一部

（国土交通省）

・農山漁村地域整備交付金の一部

（農林水産省）

・水道施設整備費補助 （厚生労働省）

・交通安全施設整備費補助金の一部

（警察庁）

内閣府

＜スキーム＞

（注）このうち、北海道分２６９億円程度、離島分１０３億円程度、奄美分３３億円程度。
なお、金額は配分予定額の一部。使途は、他地域と同様、地域自主戦略交付金の対象事業の全てである。

内閣府設置法の一部を改正する法律案の概要

＜対象事業＞

地域自主戦略交付金
５,１２０億円

１．改正内容
「地域自主戦略交付金」の創設に伴い、内閣府設置法に必要な所掌事務を追加するものである。

２．施行期日
平成23年4月1日

（参考）地域自主戦略交付金の概要

平 成 ２ ３ 年 ２ 月
内閣府地域主権戦略室


